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共同設置イメージ 

 

 

〇 県と市町村による消費生活センターの共同設置のイメージ 

 

 

 

〇 圏域別のイメージ 

 ※下線は幹事団体 

●●圏域消費生活センター 検討 

自治体 

A市、B市、C町、D町、E町 

××圏域消費生活センター F市、G市、H市 

▲▲圏域消費生活センター － I市、J町、K町、L町 

□□圏域消費生活センター － M市、N市、O市、P市、Q町、R町 

★★圏域消費生活センター － S市、T市、U市、V町 

〇〇圏域消費生活センター － X市、Y市、Z市、α町、γ町 

 


